
クラブ規約
■第１章　　総則
　　第１条　(名称)
　　　　　　クラブ名は、マックススポーツクラブ(以下「本クラブ」という)と称する。

　　第２条　(所在地)
　　　　　　本クラブは、長野県長野市広田141を所在地とする。

　　第３条　(目的)
　　　　　　本クラブは、スポーツを通じて会員の健康増進ならびに会員相互の交流の場を提供することを目的とする。

　　第４条　(運営)
　　　　　　本クラブの施設は、株式会社マックス　(以下「会社」という)が運営管理する。

■第２章　　会員
　　第５条　(会員の種類および施設の利用範囲)
　　　　　　本クラブの会員の種類および施設の利用範囲は別に定めるものとする。ただし、会社が必要と認めるときは、既存会員の変更・廃止、

　　　　　　又は新たな会員の種類をおくことができる。

　　第６条　(入会資格)
　　　　　　本クラブの入会資格は、次の諸条件を満たす者とする。

　　　　　　(１)本クラブの会員として会社がふさわしいと認めた者。

　　　　　　(２)満年齢16歳以上の者。

　　　　　　(３)健康に異常のない者。

　　　　　　(４)刺青・タトゥー・タトゥーシール等がある場合、いかなる場合も外部から見えないように隠せる者。

　　　　　　(５)暴力団その他反社会的勢力に属さない者。

　　　　　　(６)未成年者が本クラブへの入会を希望する場合は、親権者の同意を必要とする。

　　第７条　(入会手続)
　　　　　　本クラブに入会を希望する者は、所定の申し込み手続きを行い、会社の承諾を得た上で所定の入会金及び諸費用を会社へ納入したときに会員

　　　　　　資格を取得することができる。

　　第８条　(入会金)
　　　　　　入会金は会社が定める金額とし、入会時に領収する。領収した入会金は返還しない。会員の入会金は、会員資格を有する限り有効とする。

　　第９条　(会費およびスクール受講料)
　　　　　(１)会員は、会社が定める会費および有料レッスン料等を納入するものとする。ただし、既納の会費は返還しない。

　　　　　(２)入会金、会費等の額、支払日および支払い方法等は会社が定めるものとする。

　　　　　(３)会費の支払方法は、本クラブが指定する支払方法（クレジットカード、銀行口座振替）により払い込むものとする。

　　　　　(４)クレジットカードの決済日は原則前月27日。

　　　　　(５)銀行口座振替の引落日は、原則前月27日。 ただし、27日が土日祝日の場合は翌営業日の引落となる。

　　　　　(６)会員は、会社が提携する金融機関が諸費用に関する口座振替業務を行うことに同意する。

　　　　　(７)口座振替またはクレジットカード決済が不能・未納となった場合、会社は会員に対し、任意のタイミングで当該未納分の請求を行うことができる。

　　　　　　　また、翌月分等と併せて請求できる。

　　第１０条　(登録料)
           (１)会員は別に定める登録料を納入するものとする。

           (２)会員の登録料は会員資格を有する限り有効とする。

　　第１１条　(入退館)
           (１)入退館は顔認証システムまたは会社が指定する方法により行い、会員証は発行しない。

           (2)同一会員による複数人での同時入館、または顔認証システムの不正利用（友連れ・代理入館・なりすまし等）が確認された場合、

　　　　　　　会社は当該会員を強制的に退会処分とする。また、違約金として金１万円を請求する。

　　第１２条　(会員資格の譲渡)
           会員資格は会員本人限りとし、譲渡、相続および名義変更をすることはできない。

　　第１３条　(休会)
           休会制度は設置しない。

　　第１４条　(会員資格の停止および除名)
           会社は会員が次のいずれかに該当する場合、会員資格の一定期間停止または除名とすることができる。

           (１)本規約、その他会社の定めた事項に反する行為があったとき。

           (２)会社および本クラブの名誉、信用を傷つけ、または運営の秩序を乱したとき。

           (３)会員が納入すべき会費その他の債務を滞納し、会社の催告に応じないとき。

           (４)その他会員として相応しくない言動があったとき。

　　第１５条　(資格喪失)
           会員は次のいずれかの事項に該当したときは資格を喪失する。

                     １、死亡したとき。　２、破産したとき。　３、除名されたとき。　４、退会したとき。

　　第１６条　(退会)

           (１)会員が本クラブを退会する場合は、会員本人が本クラブにて所定の退会届を記入し、退会月5日(支払方法がクレジットカードの会員は20日)までに

           届け出なければならない。手続きの際は、サイン、または印鑑を必要とする。

           (２)本クラブでは、会員から届け出を受けた当月末日を退会日とする。

           (３)会員は、退会届の際に当月までの会費に未納があった場合には、これを精算しなければならない。

           (４)家族割対象者が継続する場合には、新規入会手続きと同様とする。

　　第１７条　(会員種類変更)
        　 (１)会員は、会社の承諾を得た場合に限り、会員区分の変更をすることができる。(月会費の未払いがある場合を除く)

   　      (２)会員区分を変更する場合は、会員本人が本クラブにて所定の変更届に記入し、変更月前月5日(支払方法がクレジットカードの会員は20日)までに

         　届け出なければならない。 手続きの際はサイン、または印鑑を要する。

           (３)会員区分を変更する際、入会金に差額がある場合、不足金は支払わなければならない。ただし、超過金は返還しない。



　　第１８条　(変更事項)
           (１)会員は、住所、氏名、連絡先に変更のあった場合は、すみやかに会社に届け出なければならない。

           (２)会社から会員への通知連絡は、会員が届け出た住所または連絡先とする。

■第３章　　ビジター
　　第１９条　(ビジター)
　　　　　(１)会員以外で会社が適当と認めた者(以下「ビジター」という)は、営業時間内に本クラブの施設を利用することができる。

　　　　　(２)会社は、ビジターの本クラブ利用に際し、会社が定める利用料を求めることができる。

　　　　　(３)ビジターは、満年齢16歳以上の者に限る。

　　　　　(４)会社が必要と認めた場合には、ビジターの入場を制限することができる。

■第４章　　運営管理
　　第２０条　(運営管理)
　　　　　(１)本クラブの運営管理は会社の責任において行う。

　　　　　(２)会員は会社の運営管理について関与できない。

　　　　　(３)会社は施設の利用規定等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを変更することができる。

　　第２１条　(規約等遵守の義務)
　　　　　本クラブ利用者は、本規約その他会社が定める運営管理に関する事項を守らなければならない。

　　第２２条　(営業日および営業時間)
　　　　　本クラブ営業日および営業時間については別に定める。

　　第２３条　(クラブ利用の制限)
　　　　　(１)会社は、特別行事、講習会、施設の改修その他必要と認めたとき、施設の全部または一部の利用を制限することができる。

　　　　　(２)会社は施設によって予約の扱いを必要とし、利用時間を制限することができる。

　　　　　(３)会社は次の項目に該当する者のクラブの利用を禁止するものとする。

　　　　　　①　　暴力団関係者、及び本クラブが不適当と認める者

　　　　　　②　　伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する者

　　　　　　③　　飲酒等により、正常な施設利用ができないと認められた者

　　　　　　④　　医師等により運動を禁じられている者

　　　　　(４)会社は次の各事項に該当する者の施設利用に際し、医師による診断書の提出を求めることができ、必要と認められた場合には、施設の利

　　　　　用を禁止するものとする。

　　　　　　⑤　　妊産婦

　　　　　　⑥　　心疾患、高血圧症、糖尿病等の既往症のある者

　　　　　　⑦　　上記の他に不適格と認められた者

　　第２４条 （遵守事項）
　　　　　会員は、本クラブの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。 

　　　　　(１)自らの体調、体力等を考慮し、自己の責任と危険負担において運動の実施可否の判断を行うこと。

             また治療中の症状がある場合は主治医の承諾を得たうえで運動を行うこと。会社が必要と認めたときは、医師の健康診断書 の提出に応じること。 

　　　　　(２)高額な金銭、貴重品等を施設に持込まないこと。また所持品の管理は自らの責任で行うこと。 

　　　　　(３)会員以外の第三者、乳幼児、ペット等を施設に立ち入らせないこと。 

　　　　　(４)クラブ利用時は、常にクラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守すること。 

　　　　　　①　　施設又は器具を傷つける可能性のある衣類、履物、服飾品又は装飾品、ジーンズ、

                   又はジーンズタイプのステッチあるいはリベット（びょう）が付いている衣類、服、履物又は装飾品 

　　　　　　②　　伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、

                   トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品又は装飾品、サンダル、草履、長靴等 

　　　　　　③　　会員及び他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品又は装飾品 

　　　　　　④　　上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好 

　　　　　　⑤　　ヒールが高い、又は滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物 

　　　　　　⑥　　その他、クラブがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品、または装飾品 

　　　　　(５)クラブ内において、以下の行為は禁止とします。 

　　　　　　①　　施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動 

　　　　　　②　　刃物などの危険物や他社または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み 

　　　　　　③　　正当な理由なく、他者の所持品に触れること 

　　　　　　④　　他の会員に対し、許可なくパーソナルトレーニングを行い、またはそのようにみなされる行為を行うこと。 

　　　　　　⑤　　本規約に基づき、クラブの利用を認められていない者を同伴させること。 

　　　　　　⑥　　タトゥー（タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む）を露出させること。 

　　　　　　⑦　　物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為 

　　　　　　⑧　　大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為 

　　　　　　⑨　　他の会員、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為 

　　　　　　⑩　　正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為 

　　　　　　⑪　　酒気を帯びての入館 

　　　　　　⑫　　動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの承諾した補助犬は除く 

　　　　　　⑬　　他の会員の諸施設利用を妨げる行為 

　　　　　　⑭　　クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること。 

　　　　　(６)その他、本規約および施設内諸規則を遵守し、店舗スタッフの指示に従うこと。 

　　第２５条　(事故責任)
　　　　　本クラブで発生した人的、物的事故について会社は一切の責任を負わない。また会員は損害金等の請求を行わない。会員以外の本クラブ施

　　　　　設利用者についても同様とする。

　　　　　停電やシステムトラブルにより入館や利用ができない場合も同様とする。

　　第２６条　(損害賠償責任)
　　　　　会員が本クラブ内で自己の責任に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合はその賠償責任を負うものとする。会員以外の

　　　　　本クラブ施設利用者についても同様とする。

　　第２７条　（休館日）
　　　　　本クラブは休館日を設けない。ただし、改修工事・設備点検等により不定期に休館する場合があり、事前に告示するものとする。

　　第２８条　（防犯管理）
　　　　　本クラブは安全確保のため、防犯カメラを館内に設置する。映像は一定期間保存し、防犯・運営上必要と認めた場合に確認することがある。



■第５章　　その他
　　第２９条　（入会金等の変更）
　　　　　会社は、別に定める入会金、会費、スクール受講料、利用料等を変更することができる。

　　第３０条　（クラブの閉鎖）
　　　　　会社は次の場合、クラブを閉鎖し、すべての会員との契約を解除することができる。

　　　　　ただし、会員はその際、何等の異議申立をすることはできない。

　　　　　（１）法令の制定改廃または行政指導により開業が不可能になったとき。

　　　　　（２）災害その他により施設の被害が大きく開業が不可能になったとき。

　　　　　（３）著しい社会情勢の変化その他止むを得ない事由が発生したとき。

　　第３１条　（クラブの閉鎖予告）
　　　　　会社は前条の事由により本クラブを閉鎖する場合以外は、閉鎖日の３ヵ月前までに予告する。

　　第３２条　（閉鎖時の会員資格）
　　　　　クラブ閉鎖の場合、すべての会員は退会とする。会社は会員に対し、特別の補償は行わないものとする。

　　第３３条　（通知方法）
　　　　　本規約に定める通知または予告は、特に重要事項を除いては本クラブの所定の場所に掲示するものとする。

　　第３４条　（改正）
　　　　　会社は本規約を改正することができる。

　　第３５条　(本規約の制定日）
　　　　　本規約は平成１５年１月１日制定・発効する。

　　第３６条　（本規約の改正日）
          本規約は令和７年１０月２１日改正・発効する。


